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人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正等について 

（令和５年４月１日施行のフレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化関係） 

 

本日、人事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部を改正する人事

院規則（人事院規則１５－１４－４０）及び人事院規則１９－０（職員の育児休業等）の

一部を改正する人事院規則（人事院規則１９－０－１６）が公布されるとともに、「職員

の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について（職職－１０）等の関連

する運用通知の改正が発出され、令和５年４月１日から施行されることとなります。 

今般の国家公務員に係る制度改正（フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化）

は、「テレワークやフレックスタイム制の活用による柔軟な働き方の推進は、職員一人一

人の能力発揮やワーク・ライフ・バランスの実現、健康確保に資するものであり、ひいて

は職員のエンゲージメントを高め、公務能率の向上や多様な有為の人材確保につながるも

のである」との認識のもとで進められているものです。より柔軟な形で制度を導入するこ

とが可能となることも踏まえ、フレックスタイム制を未だ導入していない地方公共団体に

おいては、まずは、条例により制度を設けていただくよう検討をお願いいたします。ま

た、既にフレックスタイム制度を導入している地方公共団体を含め、更なる制度の柔軟化

に向けた検討についても併せてお願いいたします。 

つきましては、今般柔軟化された国家公務員に係る制度と同様の制度を各地方公共団体

において整備する際に改正する必要がある条例（案）の改正（別添１の新旧対照表参照）

と、「地方公共団体におけるフレックスタイム制の運用について（通知）」（平成 28年

４月１日総行公第 33号）の改正（別添２の新旧対照表参照）について、お示しします。

各地方公共団体における制度の導入・柔軟化に当たっては、国家公務員における関連法及

び人事院規則等の内容を踏まえるとともに、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）を遵守

し、適切な措置を講じられるようお願いします。 

また、現行の制度においてフレックスタイム制を導入している団体における取組事例と

して、別添３－１（奈良県）、別添３－２（鳥取県）のとおりお示ししますので、これら

の団体の取組事例も参考に、制度の導入等について積極的な検討をお願いします。 

各都道府県においては、貴都道府県内の市区町村等に対しても御連絡いただくようお願



いします。なお、本通知については地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会

システムを通じて、各市区町村に対しても情報提供を行っていることを申し添えます。 

本通知は、地方公務員法第 59条（技術的助言）及び地方自治法第 245条の４（技術的助

言）に基づくものです。 

 

連絡先 総務省自治行政局公務員部公務員課 

公務員第四係     

電 話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 
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「地方公共団体におけるフレックスタイム制の運用について（通知）」（新旧対照表） 

旧 新 

１ 対象職員 

原則として全ての職員が対象となること。 

ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（案）（以下「条例（案）」という。）第４条に

規定する公務の運営上の事情により特別の形態

によって勤務する必要のある職員に加え、人事

委員会規則で定める職員については適用しない

こと。〈条例(案)第３条第３項〉 

 

２ 勤務時間の割振りの方法及び基準 

〔１〕一般的な職員（〔２〕又は〔３〕の職員を除

く職員）の取扱い 

(1) 任命権者は、対象職員があらかじめ行う始

業及び終業の時刻についての申告を経て当該

職員の勤務時間を割り振ること。〈条例（案）

第３条第３項〉 

① 当該職員の申告を考慮して勤務時間を割

り振ること。〈人事院規則１５－１４（以下

「人規」という。）第４条第２項第１号〉 

② 当該申告どおりの勤務時間の割振りによ

ると公務の運営に支障が生ずると認める場

合には、別に人事委員会の定めるところによ

り勤務時間を割り振ることができること。

〈人規第４条第２項第１号〉 

(ｱ) 申告された勤務時間を延長して勤務時

間を割り振る日については、延長後の勤務

時間が７時間４５分を超えないようにし、

申告された勤務時間を短縮して勤務時間

を割り振る日については、短縮後の勤務時

間が７時間４５分を下回らないようにす

ること。〈平成６年７月２７日職職－３２

８。（以下「通知」という。）第３－１０

（１）〉 

(ｲ) 始業の時刻は、申告された始業の時刻

又は標準勤務時間（地方公共団体が職員が

勤務する公署の職員の勤務時間帯等を考

慮して、７時間４５分となるように定める

標準的な１日の勤務時間をいう。以下同

じ。）の始まる時刻のいずれか早い時刻以

後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告さ

れた終業の時刻又は標準勤務時間の終わ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 申告された勤務時間を延長して勤務時

間を割り振る日については、延長後の勤務

時間が７時間４５分を超えないようにし、

申告された勤務時間を短縮して勤務時間

を割り振る日については、短縮後の勤務時

間が７時間４５分を下回らないようにす

ること。〈平成６年７月２７日職職－３２

８。（以下「通知」という。）第３－１３

（１）〉 

(ｲ) 始業の時刻は、申告された始業の時刻

又は標準勤務時間（地方公共団体が職員が

勤務する公署の職員の勤務時間帯等を考

慮して、７時間４５分となるように定める

標準的な１日の勤務時間をいう。以下同

じ。）の始まる時刻のいずれか早い時刻以

後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告さ

れた終業の時刻又は標準勤務時間の終わ

別添２ 
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る時刻のいずれか遅い時刻以前に設定す

ること。〈通知第３－１０（２）〉 

(2) ４週間ごとの期間について、１週間当たり

の勤務時間が３８時間４５分となるように割

り振ること。〈条例（案）第３条第３項、人規

第４条の２〉 

(3) 勤務時間は、１日につき６時間以上とする

こと。〈人規第３条第１項第１号〉 

 

 

 

 

 

 

(4) 休日等（条例（案）第１１条に規定する祝

日法による休日及び年末年始の休日その他人

事委員会の定める日をいう。以下同じ。）の勤

務時間は、７時間４５分とすること。〈人規第

３条第１項第１号、通知第３－１〉 

(5) 月曜日から金曜日までの午前９時から午

後４時までの時間帯において、休憩時間を除

き、任命権者があらかじめ定める連続する５

時間は、共通する勤務時間とすること。〈人規

第３条第１項第２号〉 

(6) 始業の時刻は午前７時以降に、終業の時刻

は午後１０時以前に設定すること。〈人規第３

条第１項第３号〉 

(7) 申告及び割振り（割振りの変更を含む。）

は、１５分を単位として行うこと。〈通知第３

－７〉 

(8) 割振りは、単位期間が始まる日の前日ま

でに行うものとし、できる限り、単位期間が

始まる日の前日から起算して１週間前の日ま

でに行うこと。〈通知 第３－９〉 

(9) 再任用短時間勤務職員又は任期付短時間

勤務職員（以下「短時間勤務職員」という。）

に７時間４５分に満たない勤務時間を割り振

ろうとする日については、当該短時間勤務職

員の業務内容、勤務する公署の他の職員の勤

務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認

められる範囲内に限り、(3)又は(5)に定める

基準によらないことができること。〈人規第３

条第３項、通知第３－５〉 

(10) 超過勤務による職員の疲労の蓄積を防ぐ

ため、始業の時刻をコアタイムの始まる時刻

る時刻のいずれか遅い時刻以前に設定す

ること。〈通知第３－１３（２）〉 

 

 

 

 

(3) 勤務時間は、１日につき２時間以上４時間

以下の範囲内で任命権者があらかじめ定める

時間以上とすること。また、単位期間をその初

日から１週間ごとに区分した各期間（以下「区

分期間」という。）ごとにつき１日を限度とし

て任命権者があらかじめ定める時間未満とす

ることができること。〈人規第３条第１項第１

号〉 

(4) 休日等（条例（案）第１１条に規定する祝

日法による休日及び年末年始の休日その他人

事委員会の定める日をいう。以下同じ。）の勤

務時間は、７時間４５分とすること。〈人規第

３条第１項第１号イ、通知第３－１〉 

(5) 月曜日から金曜日までの午前９時から午

後４時までの時間帯において、休憩時間を除

き、任命権者があらかじめ定める連続する時

間は、共通する勤務時間とすること。〈人規第

３条第１項第２号〉 

(6) 始業の時刻は午前５時以降に、終業の時刻

は午後１０時以前に設定すること。〈人規第３

条第１項第３号〉 

(7) 申告及び割振り（割振りの変更を含む。）

は、１５分を単位として行うこと。〈通知第３

－１０〉 

(8) 割振りは、単位期間が始まる日の前日ま

でに行うものとすること。〈通知 第３－１

２〉 

 

(9) 定年前再任用短時間勤務職員等に７時間

４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとす

る日については、当該短時間勤務職員の業務

内容、勤務する公署の他の職員の勤務時間帯

等を考慮して公務の運営に必要と認められる

範囲内に限り、(3)及び(5)に定める基準によ

らないことができること。〈人規第３条第３

項、通知第３－５〉 
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より後に設定し、又は終業の時刻をコアタイ

ムの終わる時刻より前に設定する必要がある

場合には、始業又は終業の時刻の設定に必要

と認められる範囲内に限り、(5)に定める基準

によらないことができること。〈人規第３条第

４項、通知第３－６（１）〉 

 

 

 

 

 

 

 

〔２〕研究職員等の取扱い 

(1) 試験所、研究所に勤務する研究職給料表適

用職員等について、職員の申告を考慮して勤

務時間を割り振ることが公務の能率の向上に

資すると認める場合には、〔１〕の(3)又は(5)

については、次に掲げる基準により勤務時間

を割り振ることができること。〈人規第３条第

２項第１号〉 

① 勤務時間は、１日につき２時間以上とする

こと。ただし、休日等については、７時間４

５分とすること。〈人規第３条第２項第１号

イ〉 

 

 

② 月曜日から金曜日までの５日間のうち１

日以上の日の午前９時から午後４時までの

時間帯において、休憩時間を除き、１日につ

き２時間以上４時間３０分以下の範囲内で

任命権者が定める連続する時間は、共通する

勤務時間とすること。〈人規第３条第２項第

１号ロ〉 

(2) 〔２〕の(1)の場合には、当該職員の申告ど

おりに勤務時間を割り振ること。ただし、当該

申告どおりの勤務時間の割振りによると公務

の運営に支障が生ずると認める場合には、別

に人事委員会の定めるところにより勤務時間

を割り振ることができること。 

  この場合、できる限り、職員の希望を考慮す

ること。〈人規第４条第２項第２号、通知第３

－１１〉 

① 申告された勤務時間を延長して勤務時間

を割り振る日については、延長後の勤務時間

 

 

 

 

 

 

(11) 任命権者は、(3)、(5)及び(6)に定める

基準によらないことが、公務能率の向上に資

し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響

を及ぼす恐れがないと認める場合には、人事

委員会と協議して、当該基準について別段の

定めをすることができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 勤務時間は、１日につき２時間以上とする

こと。ただし、休日等については、７時間４

５分とすること。また、区分期間ごとにつき

１日を限度として任命権者があらかじめ定

める日については、２時間未満とすることが

できること。〈人規第３条第２項第１号イ〉 

② 月曜日から金曜日までの５日間のうち１

日以上の日の午前９時から午後４時までの

時間帯において、休憩時間を除き、任命権

者があらかじめ定める連続する時間は、共

通する勤務時間とすること。〈人規第３条

第２項第１号ロ〉 

 

(2) 〔２〕の(1)の場合には、当該職員の申告ど

おりに勤務時間を割り振ること。ただし、当該

申告どおりの勤務時間の割振りによると公務

の運営に支障が生ずると認める場合には、別

に人事委員会の定めるところにより勤務時間

を割り振ることができること。 

  この場合、できる限り、職員の希望を考慮す

ること。〈人規第４条第２項第２号、通知第３

－１４〉 

① 申告された勤務時間を延長して勤務時間

を割り振る日については、延長後の勤務時間
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が７時間４５分を超えないようにし、申告さ

れた勤務時間を短縮して勤務時間を割り振

る日については、短縮後の勤務時間が７時間

４５分を下回らないようにすること。〈通知

第３－１１〉 

② 始業の時刻を申告された始業の時刻と標

準勤務時間の始まる時刻との間に設定し、か

つ、終業の時刻を申告された終業の時刻と標

準勤務時間の終わる時刻との間に設定する

こと。〈通知第３－１１〉 

 

〔３〕子の養育又は配偶者等の介護をする職員の

取扱い 

(1) 子の養育又は配偶者等の介護をする職員

にあっては、〔１〕の(2)、(3)、(5)又は(8)に

ついては、次に掲げる基準により勤務時間を

割り振ることができること。〈条例 (案)第３

条第４項〉 

 

 

この場合、「子」とは、小学校就学の始期に

達するまでの子又は学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１８条に規定する学齢児童をい

い、「養育する」とは、職員と法律上の親子関

係がある子（養子を含む。）を養育することを

いう。また、「配偶者等の介護」とは、次に掲

げる者であって職員と同居しているものの介

護をいう。〈人規第４条の５、通知第３－２０

及び第３－２１〉 

一 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、

父母、子、配偶者の父母 

二 祖父母、孫、兄弟姉妹 

三 職員又は配偶者との間において事実上父

母と同様の関係にあると認められる者及び

職員との間において事実上子と同様の関係

にあると認められる者で人事委員会が定め

るもの 

① １週間、２週間、３週間又は４週間のう

ちから職員が選択する期間について、１週

間当たりの勤務時間が３８時間４５分と

なるように割り振ること。〈条例(案)第３

条第３項、人規第４条の２〉 

② 勤務時間は、１日につき４時間以上とす

ること。ただし、休日等については、７時

が７時間４５分を超えないようにし、申告さ

れた勤務時間を短縮して勤務時間を割り振

る日については、短縮後の勤務時間が７時間

４５分を下回らないようにすること。〈通知

第３－１４〉 

② 始業の時刻を申告された始業の時刻と標

準勤務時間の始まる時刻との間に設定し、か

つ、終業の時刻を申告された終業の時刻と標

準勤務時間の終わる時刻との間に設定する

こと。〈通知第３－１４〉 

 

〔３〕子の養育又は配偶者等の介護をする職員の

取扱い 

(1) 子の養育又は配偶者等の介護をする職員

にあっては、〔１〕の(2)、(3)、(5)又は(8)に

ついては、次に掲げる基準により勤務時間を

割り振り、区分期間ごとにつき１日を限度に

週休日を加えて設けることができること。〈条

例 (案)第３条第４項、人規第４条の３第１項

第１号〉 

この場合、「子」とは、小学校就学の始期に

達するまでの子又は学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１８条に規定する学齢児童をい

い、「養育する」とは、職員と法律上の親子関

係がある子（養子を含む。）を養育することを

いう。また、「配偶者等の介護」とは、次に掲

げる者であって職員と同居しているものの介

護をいう。〈人規第４条の５、通知第３－２３

及び第３－２４〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤務時間は、１日につき２時間以上４

時間以下の範囲内で任命権者があらかじ
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間４５分とすること。また、単位期間を１

週間ごとに区分した各期間ごとにつき１

日（以下「特例対象日」という。）につい

ては、４時間未満とすることができるこ

と。〈人規第４条の３第１項第２号〉 

 

 

 

 

③ 月曜日から金曜日までの午前９時から

午後４時までの時間帯において、休憩時間

を除き、１日につき２時間以上４時間３０

分以下の範囲内で任命権者が定める連続

する時間は、共通する勤務時間とするこ

と。ただし、特例対象日については、この

限りでないこと。〈人規第４条の３第１項

第３号〉 

④ 割振りは、単位期間が始まる日の前日ま

でに行うこと。〈通知第３－９〉 

 

⑤ 申告の事由を確認する必要があると認

めるときは、当該申告をした職員に対し

て、証明書類の提出を求めることができる

こと。〈人規第４条の４第２項〉 

⑥ 子の養育又は配偶者等の介護をする職

員に該当しないこととなった場合には、遅

滞なく、任命権者にその旨を届け出なけれ

ばならないこと。〈人規第４条の６第１項〉 

(2)〔３〕の (1)の場合には、申告を考慮して週

休日を設け、及び勤務時間を割り振るものと

し、当該週休日及び勤務時間の割振りが、でき

る限り、申告どおりとなるように努めること。

ただし、当該申告どおりに週休日を設け、及び

勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生

ずると認める場合には、別に人事委員会の定

めるところにより、週休日を設け、及び勤務時

間を割り振ることができること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮す

ること。〈人規第４条の４第３項、通知第３－

１７〉 

① 週休日を勤務日とする日又は申告された

勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日

については、当該勤務日とする日に割り振る

勤務時間又は延長後の勤務時間が７時間４

５分を超えないようにし、申告された勤務時

め定める時間以上とすること。ただし、

休日等については、７時間４５分とする

こと。また、区分期間（週休日を加えて

設けた区分期間を除く）ごとに１日を限

度として職員があらかじめ指定する日

（以下「特例対象日」という。）につい

ては、任命権者があらかじめ定める時間

未満とすることができること。〈人規第

４条の３第１項第２号〉 

③ 月曜日から金曜日までの午前９時から

午後４時までの時間帯において、休憩時間

を除き、任命権者があらかじめ定める連続

する時間は、共通する勤務時間とするこ

と。ただし、特例対象日については、この

限りでないこと。〈人規第４条の３第１項

第３号〉 

 

④ 割振りは、単位期間が始まる日の前日ま

でに行うものとすること。〈通知第３－１

２〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)〔３〕の (1)の場合には、申告を考慮して週

休日を設け、及び勤務時間を割り振るものと

し、当該週休日及び勤務時間の割振りが、でき

る限り、申告どおりとなるように努めること。

ただし、当該申告どおりに週休日を設け、及び

勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生

ずると認める場合には、別に人事委員会の定

めるところにより、週休日を設け、及び勤務時

間を割り振ることができること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮す

ること。〈人規第４条の４第３項、通知第３－

２０〉 

① 週休日を勤務日とする日又は申告された

勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日

については、当該勤務日とする日に割り振る

勤務時間又は延長後の勤務時間が７時間４

５分を超えないようにし、申告された勤務時
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間を短縮して勤務時間を割り振る日につい

ては、短縮後の勤務時間が７時間４５分を下

回らないようにすること。〈通知第３－１７

（１）〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は

標準勤務時間の始まる時刻のいずれか早い

時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申

告された終業の時刻又は標準勤務時間の終

わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定す

ること。〈通知第３－１７(２)〉 

 

３ 勤務時間の割振り後の変更 

(1) 任命権者は、職員から割り振られた勤務時

間の始業又は終業の時刻について変更の申告

があった場合において、当該申告どおりに変

更する場合には、割り振られた勤務時間の始

業又は終業の時刻を変更することができるこ

と。〈人規第４条第３項第１号〉 

(2) 任命権者は、勤務時間の割振りの後に生じ

た事由により、割り振られた勤務時間の始業

又は終業の時刻によると公務の運営に支障が

生ずると認める場合には、別に人事委員会の

定めるところにより、割り振られた勤務時間

の始業又は終業の時刻を変更することができ

ること。〈人規第４条第３項第２号〉 

① 「公務の運営に支障が生ずると認める場

合」については、当該勤務時間の始業又は終

業の時刻を変更しなければ公務の運営に著

しい支障が生ずると認める場合に限るもの

とし、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

（以下「労基法」という。）第３２条の２第

１項の規定により、あらかじめ部内規定で定

めておく必要があること。〈通知第３－１２〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は

標準勤務時間の始まる時刻のいずれか早い

時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申

告された終業の時刻又は標準勤務時間の終

わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定す

ること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮

すること。〈通知第３－１２〉 

 

４ 休憩時間 

(1) 休憩時間は、労基法第３４条第２項の規定

により、フレックスタイム制を適用しない職

間を短縮して勤務時間を割り振る日につい

ては、短縮後の勤務時間が７時間４５分を下

回らないようにすること。〈通知第３－２０

（１）〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は

標準勤務時間の始まる時刻のいずれか早い

時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申

告された終業の時刻又は標準勤務時間の終

わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定す

ること。〈通知第３－２０(２)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 任命権者は、勤務時間の割振りの後に生じ

た事由により、割り振られた勤務時間の始業

又は終業の時刻によると公務の運営に支障が

生ずると認める場合には、別に人事委員会の

定めるところにより、割り振られた勤務時間

の始業又は終業の時刻を変更することができ

ること。〈人規第４条第３項第３号〉 

① 「公務の運営に支障が生ずると認める場

合」については、当該勤務時間の始業又は終

業の時刻を変更しなければ公務の運営に著

しい支障が生ずると認める場合に限るもの

とし、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

（以下「労基法」という。）第３２条の２第

１項の規定により、あらかじめ部内規定で定

めておく必要があること。〈通知第３－１５〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は

標準勤務時間の始まる時刻のいずれか早い

時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申

告された終業の時刻又は標準勤務時間の終

わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定す

ること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮

すること。〈通知第３－１５〉 

 

 

(1) 休憩時間は、労基法第３４条第２項の規定

により、原則として、フレックスタイム制を適
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員と同一の時間に置くこと。ただし、条例に特

別の定めがある場合は、この限りでないこと。 

 

(2) ８時間を超える勤務時間を割り振る場合

には、労基法第３４条第１項の規定により、少

なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中

に与えなければならないこと。 

 

５ 勤務時間の割振り等の職員への通知等 

(1) フレックスタイム制を実施する場合には、

労基法第３２条の２第１項の規定により、コ

アタイム、始業及び終業の時刻を設定するこ

とができる時間帯、標準勤務時間の始まる時

刻及び終わる時刻、休憩時間その他必要な事

項について部内規定を整備するとともに、こ

れらをあらかじめ職員に周知すること。 

(2) 任命権者は、フレックスタイム制により週

休日を設け、又は勤務時間を割り振り、若しく

は勤務時間の割振りを変更した場合には、職

員に対して速やかに週休日並びに各勤務日の

正規の勤務時間及び休憩時間を通知するこ

と。〈人規第９条第２項、通知２４項〉 

 

６ その他の留意事項 

(1) フレックスタイム制は、地方公務員法第５

８条第４項の規定により読み替えて適用する

労基法第３２条の２第１項に基づくものであ

ること。 

(2) 地方公共団体の企業職員及び単純労務職

員には、労基法第３２条の３の規定が適用さ

れることに留意すること。 

 

用しない職員と同一の時間に置くこと。ただ

し、条例に特別の定めがある場合は、この限り

でないこと。〈条例(案)第６条第３項〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 任命権者は、フレックスタイム制により週

休日を設け、又は勤務時間を割り振り、若しく

は勤務時間の割振りを変更した場合には、職

員に対して速やかに週休日並びに各勤務日の

正規の勤務時間及び休憩時間を通知するこ

と。〈人規第９条第２項、通知第３－２７〉 

 

 



奈良県におけるフレックス制度
柔軟で多様な勤務形態の選択肢を⽤意することで、職員がその能⼒を⼗分に発揮し、⾼い

⼠気を持って効率的に勤務できる環境を整備し、公務能率の向上及び仕事と家庭⽣活等の両
⽴を推進することを⽬的とし、平成29年度より導⼊している。
令和３年度は約830⼈（延べ約5,480⼈）、令和４年度は11⽉末時点で約470⼈（延べ約

3,130⼈）が制度を利⽤している。

① ⼀般職員 ② 育児・介護を⾏う職員（※2）

単位期間(勤務時間の割振り
を⾏う期間) ４週間（155時間00分）

１週間（ 38時間45分）
２週間（ 77時間30分）
３週間（116時間15分）
４週間（155時間00分）から選択

コアタイム 午前10時から午後４時 午前10時から午後３時
フレキシブルタイム（始業） 午前７時から午前10時 午前７時から午前10時
フレキシブルタイム（終業） 午後４時から午後10時 午後３時から午後10時
最低勤務時間 ６時間 ４時間
最⻑勤務時間 12時間
休憩時間 午前12時から午後１時
週休⽇ ⼟曜⽇・⽇曜⽇ ⼟曜⽇・⽇曜⽇に加えて+１⽇可
申告単位 15分

所属⻑が、公務の運営に⽀障がないと認める範囲内（※1）で、職員の申告を考慮して、単
位期間において１週間あたり38時間45分となるように勤務時間を割り振ることができる制度。
なお、申告および割振りは下記の表のルールに基づいて⾏う。

制度概要

（※1）公務の運営に⽀障がある場合の例
１ 職員の勤務時間が他律的に定まる場合や当該時間以外では業務遂⾏ができない場合。
２ 以下のような事情により、必要な体制を確保できないと所属⻑が判断した場合。

⼈員状況 執務時間中全職員の対応が必要である。
業務内容 勤務を要する時間帯が標準勤務時間に集中している。
職員の業務分担 代理困難、全員・チーム等で⾏う必要がある。
繁忙時間帯 朝⼣に全員がそろう必要のある繁忙時間帯がある。

（窓⼝業務や、対象の状況に合わせて実施する業務（検査・監視等）、システムの稼働時間
に合わせて勤務する業務であっても、必要な体制が確保できれば適⽤可能。）

（※2）育児の対象となる⼦…12歳に達する⽇以後の最初の3⽉31⽇までの間にある⼦
介護の対象となる者…負傷、疾病⼜は⽼齢により6⽇以上の期間に亘り⽇常⽣活を営むのに⽀障がある配偶者等

フレキシブルタイム コアタイム 休憩 コアタイム フレキシブルタイム

始業時刻を設定
できる時間帯

終業時刻を設定
できる時間帯全ての職員に共通する勤務時間帯

午前７時 午前12時午前10時 午後１時
①午後４時

午後10時②午後３時

別添３-１



奈良県におけるフレックス制度

在宅勤務との併⽤を可能にすることにより、各職員の業務や⽣活状況に応じたより柔軟な働
き⽅を促進。

⼯夫のポイント

⼿引きの作成
上記の内容などをまとめた「奈良県版フレックス制 運⽤の⼿引き」を作成。制度の内容と

併せてQ&A等を掲載し、周知に活⽤。

開始希望⽇の前々週の週末までに所属⻑に申告が必要。

申告時期

原則、システムにより、以下の⼿続きを⾏う。
①職員本⼈が単位期間における勤務時間等を⼀括して所属⻑に申告する。
②所属⻑は公務への運営の⽀障について判断した上で、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る。
③所属⻑は職員に対して勤務時間の割り振り内容を通知する。
－勤務時間の割振り後に割振りの変更を希望する場合̶
④変更希望⽇の前⽇までに所属⻑に申告する。
⑤所属⻑は②同様に勤務時間の割り振りを⾏う。

申告・割振り⽅法

⽉⽇
① 申告 ② 割振り 備考

勤務時間 勤務時間数 勤務時間 勤務時間数

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分

第１週⼩計 ○○時間○○分 ○○時間○○分

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分

2023/○○/○○ ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分 ○○時○○分〜○○時○○分 ○○時間○○分
… … … … …

割振りイメージ

申請から勤務時間の割り振り変更、出勤簿への反映までを、勤怠管理システム上で⾏うこと
により、事務⼿続きの円滑化及び⼀元管理を実現。また、利⽤実績の集計を簡易化。

システム管理

在宅勤務との併⽤

⼀般職の全職員（ただし、部分休業取得者等は除く）

対象職員



⿃取県におけるフレックス制度
仕事と家庭⽣活等との両⽴及び公務能率の向上を図ることを⽬的とし、平成28年度より制

度を導⼊している。
知事部局における利⽤実績は、令和２年度が実⼈数643⼈、令和３年度が実⼈数627⼈で

あり、利⽤者数は増加傾向にある。

① ⼀般職員 ② 育児・介護を⾏う職員

単位期間(勤務時間の割振り
を⾏う期間) ４週間（155時間00分）

１週間（ 38時間45分）
２週間（ 77時間30分）
３週間（116時間15分）
４週間（155時間00分）から選択

コアタイム
午前10時から午後３時
育児・介護を⾏う職員がいない職場は午前９時半から午後３時半
上記によりがたい職場は午前９時から午後４時の範囲内で別に定める。

フレキシブルタイム（始業） 午前７時から午前10時

フレキシブルタイム（終業）
午後３時から午後８時
家庭⽣活等の事情・業務の進捗管理のため特に必要のある場合には
午後３時から午後10時

最低勤務時間 ６時間
４時間
週に１⽇４時間を下回ることも可
（週休⽇を増やす週を除く）

休憩時間
勤務時間が８時間を超える⽇は連続60分、
勤務時間が６時間を超え８時間以下の⽇は連続45分
※職員の申告を考慮して休憩時間を割り振ることが可能（育児介護職員
のみ）

週休⽇ ⼟曜⽇・⽇曜⽇ ⼟曜⽇・⽇曜⽇に加えて+１⽇可
申告単位 15分

所属⻑が職員の申請に基づき、１週間あたり38時間45分となるように勤務時間を割り振る
制度。なお、申告および割振りは下記の表のルールに基づいて⾏う。

制度概要

特に必要のある
場合のみ

フレキシブルタイム
午前７時 午前12時午前10時 午後１時 午後３時 午後10時午後８時

コアタイムコアタイムフレキシブルタイム 休憩

始業時刻を設定
できる時間帯

終業時刻を設定
できる時間帯全ての職員に共通する勤務時間帯

標準勤務時間

１⽇の勤務時間を変更する場合

標準勤務時間の外に勤務時間を割り振る⽇が
連続しないよう配慮する必要がある。

別添３-２



⿃取県におけるフレックス制度

原則、利⽤を開始する⽇の前々週の週末までに申し出が必要。また、２以上の単位期間を
⼀括して申し出ることが可能。
夏季期間における早出勤務は前週末の勤務⽇までに、育児・介護を⾏う職員でやむを得な

い場合や新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌、ノーマイカー運動に参加する場合等は直
前の勤務⽇までに申し出が必要。

在宅勤務を実施する⽇は、勤務時間の割振りを７時間45分とすること。
在宅勤務

⼯夫のポイント

「申告簿兼割振り簿」を使⽤して⾏う。

単位期間 勤務時間帯 申告単位
通常 １週間 午前７時から午後６時45分 15分
育児・介護を⾏う職員 １週間 午前６時30分から午後６時45分 15分

公共交通機関を利⽤し通勤 １週間 午前７時から午後６時45分 ５分

ノーマイカー運動に参加する⽇ １⽇ 午前７時から午後６時45分 ５分

夏季期間（６⽉〜９⽉）におけ
る業務効率の向上、地域活動、
⾃⼰研鑽活動のための早出勤務

１週間 午前７時から、午前７時45分から、午前８時からの
いずれかを選択。休憩時間を45分とすることも可能。

1⽇の勤務時間を変更しない場合（早出遅出勤務）

時間外勤務
フレックスタイムをしている職員には、原則として、時間外勤務を命令しない。ただし、

時間外勤務を命じなければ公務の運営に著しい⽀障を⽣じる時はこの限りではないが、当該
著しい⽀障が次以降の単位期間に⽣ずるものであるときは、次以降の単位期間の勤務時間の
割振りを変更して対応する。

実施にあたっての留意点

【利⽤する職員】
業務及び家庭⽣活等の状況について的確な⾒通しを⽴て、勤務時間の⾃⼰管理を徹底する。

【所属⻑】
・ 承認した勤務時間を所属職員や関係先に周知する。
・ 職員の服務監督、所属内の連携、業務執⾏体制の確保について留意する。
・ 職員の勤務時間について県⺠の誤解を⽣じないよう努める。
【全体】
業務執⾏体制の確保のため各⾃が職場内の連携に努め、相互に積極的な協⼒姿勢を持つ。

申告時期

申告⽅法



 

総 行 公 第 ３ ３ 号   

平成２８年４月１日   

（一部改正：令和５年１月２０日） 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

 （人事担当課、市区町村担当課扱い） 

 各都道府県人事委員会事務局長  

 各 指 定 都 市 総 務 局 長    殿 

 （人事担当課扱い） 

 各指定都市人事委員会事務局長  

 

           総務省自治行政局公務員部公務員課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

地方公共団体におけるフレックスタイム制の運用について 

 

 各地方公共団体におけるフレックスタイム制（以下「フレックスタイム制」という。）

を拡充する際に改正する必要がある条例事項については、「フレックスタイム制を拡充す

ることに伴う条例参考例等の送付について(通知)」(平成２８年２月２５日付け総公行第

２１号総務省自治行政局公務員部長通知)によりお知らせしたところですが、併せて、フ

レックスタイム制の運用に当たっては、下記事項にも留意していただくようお願いしま

す。 

また、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知いただくようお願いします。 

 なお、地域の元気創造プラットホームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町

村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 本通知は、地方公務員法第５９条（技術的助言）及び地方自治法第２４５条の４（技術

的な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 対象職員 

原則として全ての職員が対象となること。 

ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）（以下「条例（案）」という。）

第４条に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職

員に加え、人事委員会規則で定める職員については適用しないこと。〈条例(案)第３条

第３項〉 

 

２ 勤務時間の割振りの方法及び基準 

〔１〕一般的な職員（〔２〕又は〔３〕の職員を除く職員）の取扱い 

(1) 任命権者は、対象職員があらかじめ行う始業及び終業の時刻についての申告を経

て当該職員の勤務時間を割り振ること。〈条例（案）第３条第３項〉 

① 当該職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ること。〈人事院規則１５－１４



（以下「人規」という。）第４条第２項第１号〉 

② 当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認め

る場合には、別に人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることがで

きること。〈人規第４条第２項第１号〉 

(ｱ) 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の

勤務時間が７時間４５分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して

勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が７時間４５分を下回ら

ないようにすること。〈平成６年７月２７日職職－３２８。（以下「通知」とい

う。）第３－１３（１）〉 

(ｲ) 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間（地方公共団体が職

員が勤務する公署の職員の勤務時間帯等を考慮して、７時間４５分となるよう

に定める標準的な１日の勤務時間をいう。以下同じ。）の始まる時刻のいずれ

か早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻又は標

準勤務時間の終わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定すること。〈通知第３

－１３（２）〉 

(2) ４週間ごとの期間について、１週間当たりの勤務時間が３８時間４５分となるよ

うに割り振ること。〈条例（案）第３条第３項、人規第４条の２〉 

(3) 勤務時間は、１日につき２時間以上４時間以下の範囲内で任命権者があらかじめ

定める時間以上とすること。また、単位期間をその初日から１週間ごとに区分した

各期間（以下「区分期間」という。）ごとにつき１日を限度として任命権者があら

かじめ定める時間未満とすることができること。〈人規第３条第１項第１号〉 

(4) 休日等（条例（案）第１１条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日そ

の他人事委員会の定める日をいう。以下同じ。）の勤務時間は、７時間４５分とす

ること。〈人規第３条第１項第１号イ、通知第３－１〉 

(5) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までの時間帯において、休憩時間

を除き、任命権者があらかじめ定める連続する時間は、共通する勤務時間とするこ

と。〈人規第３条第１項第２号〉 

(6) 始業の時刻は午前５時以降に、終業の時刻は午後１０時以前に設定すること。〈人

規第３条第１項第３号〉 

(7) 申告及び割振り（割振りの変更を含む。）は、１５分を単位として行うこと。〈通

知第３－１０〉 

(8) 割振りは、単位期間が始まる日の前日までに行うものとすること。〈通知第３－

１２〉 

(9) 定年前再任用短時間勤務職員等に７時間４５分に満たない勤務時間を割り振ろう

とする日については、当該短時間勤務職員の業務内容、勤務する公署の他の職員の

勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限り、(3)及び(5)

に定める基準によらないことができること。〈人規第３条第３項、通知第３－５〉 

(10) 超過勤務による職員の疲労の蓄積を防ぐため、始業の時刻をコアタイムの始まる

時刻より後に設定し、又は終業の時刻をコアタイムの終わる時刻より前に設定する

必要がある場合には、始業又は終業の時刻の設定に必要と認められる範囲内に限り、

(5)に定める基準によらないことができること。〈人規第３条第４項、通知第３－６

（１）〉 

(11) 任命権者は、(3)、(5)及び(6)に定める基準によらないことが、公務能率の向上



に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす恐れがないと認める場合

には、人事委員会と協議して、当該基準について別段の定めをすることができるこ

と。 

 

〔２〕研究職員等の取扱い 

(1) 試験所、研究所に勤務する研究職給料表適用職員等について、職員の申告を考慮

して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、〔１〕

の(3)又は(5)については、次に掲げる基準により勤務時間を割り振ることができる

こと。〈人規第３条第２項第１号〉 

① 勤務時間は、１日につき２時間以上とすること。ただし、休日等については、

７時間４５分とすること。また、区分期間ごとにつき１日を限度として任命権者

があらかじめ定める日については、２時間未満とすることができること。〈人規

第３条第２項第１号イ〉 

② 月曜日から金曜日までの５日間のうち１日以上の日の午前９時から午後４時ま

での時間帯において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する時

間は、共通する勤務時間とすること。〈人規第３条第２項第１号ロ〉 

(2) 〔２〕の(1)の場合には、当該職員の申告どおりに勤務時間を割り振ること。ただ

し、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認め

る場合には、別に人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることができ

ること。 

  この場合、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈人規第４条第２項第２号、

通知第３－１４〉 

① 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の勤

務時間が７時間４５分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務

時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が７時間４５分を下回らないよ

うにすること。〈通知第３－１４〉 

② 始業の時刻を申告された始業の時刻と標準勤務時間の始まる時刻との間に設定

し、かつ、終業の時刻を申告された終業の時刻と標準勤務時間の終わる時刻との

間に設定すること。〈通知第３－１４〉 

 

〔３〕子の養育又は配偶者等の介護をする職員の取扱い 

 (1) 子の養育又は配偶者等の介護をする職員にあっては、〔１〕の(2)、(3)、(5)又

は(8)については、次に掲げる基準により勤務時間を割り振り、区分期間ごとにつき

１日を限度に週休日を加えて設けることができること。〈条例(案)第３条第４項、

人規第４条の３第１項第１号〉 

この場合、「子」とは、小学校就学の始期に達するまでの子又は学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１８条に規定する学齢児童をいい、「養育する」とは、職

員と法律上の親子関係がある子（養子を含む。）を養育することをいう。また、「配

偶者等の介護」とは、次に掲げる者であって職員と同居しているものの介護をいう。

〈人規第４条の５、通知第３－２３及び第３－２４〉 

一 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、父母、子、配偶者の父母 

二 祖父母、孫、兄弟姉妹 



三 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員

会が定めるもの 

① １週間、２週間、３週間又は４週間のうちから職員が選択する期間について、

１週間当たりの勤務時間が３８時間４５分となるように割り振ること。〈条例

(案)第３条第３項、人規第４条の２〉 

② 勤務時間は、１日につき２時間以上４時間以下の範囲内で任命権者があらか

じめ定める時間以上とすること。ただし、休日等については、７時間４５分と

すること。また、区分期間（週休日を加えて設けた区分期間を除く）ごとに１

日を限度として職員があらかじめ指定する日（以下「特例対象日」という。）

については、任命権者があらかじめ定める時間未満とすることができること。

〈人規第４条の３第１項第２号〉 

③ 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までの時間帯において、休憩

時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する時間は、共通する勤務時間

とすること。ただし、特例対象日については、この限りでないこと。〈人規第

４条の３第１項第３号〉 

④ 割振りは、単位期間が始まる日の前日までに行うものとすること。〈通知第

３－１２〉 

⑤ 申告の事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対

して、証明書類の提出を求めることができること。〈人規第４条の４第２項〉 

⑥ 子の養育又は配偶者等の介護をする職員に該当しないこととなった場合に

は、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならないこと。〈人規第４

条の６第１項〉 

(2)〔３〕の(1)の場合には、申告を考慮して週休日を設け、及び勤務時間を割り振る

ものとし、当該週休日及び勤務時間の割振りが、できる限り、申告どおりとなるよ

うに努めること。ただし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振

ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事委員会の定めるところ

により、週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができること。 

この場合、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈人規第４条の４第３項、

通知第３－２０〉 

① 週休日を勤務日とする日又は申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り

振る日については、当該勤務日とする日に割り振る勤務時間又は延長後の勤務

時間が７時間４５分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務

時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が７時間４５分を下回らない

ようにすること。〈通知第３－２０（１）〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間の始まる時刻のいず

れか早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻又は

標準勤務時間の終わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定すること。〈通知第

３－２０(２)〉 

 

３ 勤務時間の割振り後の変更 

(1) 任命権者は、職員から割り振られた勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の

申告があった場合において、当該申告どおりに変更する場合には、割り振られた勤務



時間の始業又は終業の時刻を変更することができること。〈人規第４条第３項第１号〉 

(2) 任命権者は、勤務時間の割振りの後に生じた事由により、割り振られた勤務時間の

始業又は終業の時刻によると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事

委員会の定めるところにより、割り振られた勤務時間の始業又は終業の時刻を変更す

ることができること。〈人規第４条第３項第３号〉 

① 「公務の運営に支障が生ずると認める場合」については、当該勤務時間の始業又

は終業の時刻を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限

るものとし、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）（以下「労基法」という。）第

３２条の２第１項の規定により、あらかじめ部内規定で定めておく必要があること。

〈通知第３－１５〉 

② 始業の時刻は、申告された始業の時刻又は標準勤務時間の始まる時刻のいずれか

早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻又は標準勤務 

時間の終わる時刻のいずれか遅い時刻以前に設定すること。 

 この場合、できる限り、職員の希望を考慮すること。〈通知第３－１５〉 

 

４ 休憩時間 

(1) 休憩時間は、労基法第３４条第２項の規定により、原則として、フレックスタイム

制を適用しない職員と同一の時間に置くこと。ただし、条例に特別の定めがある場合

は、この限りでないこと。〈条例（案）第６条第３項〉 

(2) ８時間を超える勤務時間を割り振る場合には、労基法第３４条第１項の規定によ

り、少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えなければならないこと。 

 

５ 勤務時間の割振り等の職員への通知等 

(1) フレックスタイム制を実施する場合には、労基法第３２条の２第１項の規定により、

コアタイム、始業及び終業の時刻を設定することができる時間帯、標準勤務時間の始

まる時刻及び終わる時刻、休憩時間その他必要な事項について部内規定を整備すると

ともに、これらをあらかじめ職員に周知すること。 

(2) 任命権者は、フレックスタイム制により週休日を設け、又は勤務時間を割り振り、

若しくは勤務時間の割振りを変更した場合には、職員に対して速やかに週休日並びに

各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間を通知すること。〈人規第９条第２項、通知

第３－２７〉 

 

６ その他の留意事項 

(1) フレックスタイム制は、地方公務員法第５８条第４項の規定により読み替えて適用

する労基法第３２条の２第１項に基づくものであること。 

(2) 地方公共団体の企業職員及び単純労務職員には、労基法第３２条の３の規定が適用

されることに留意すること。 

 

連絡先 総務省自治行政局公務員部公務員課 

公務員第四係     

電 話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 
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初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区

（
新
設
）

分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
次
項
及
び
第
四
条

の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い

う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
各
省
各

庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休
日
等
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
に
定
め
る
あ
ら
か
じ
め



定
め
る
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
前
号
ロ
に
定
め
る
あ

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除

午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時

き
、
各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

間
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
職
員
が
勤
務
す
る
部
局
又

す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
部

は
機
関
の
職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の

局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る

時
間
並
び
に
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
定
め

五
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の

る
標
準
的
な
休
憩
時
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
条

項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共

の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
き
、

通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内
で

各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ

め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割



り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁

の
長
が
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告

の
長
が
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告

を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
（
第
一
号
に
規
定

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規

す
る
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
（
給
与
法
別
表
第
十
専

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

に
応
じ
、
前
項
第
三
号
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準

ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報
の
分
析
を
主
と
し
て
行
う

に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法
第
六
条

職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の
長
が
人
事
院
と
協
議
し
て
定

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

め
る
職
員
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同

が
で
き
る
。

じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資



す
る
と
認
め
る
場
合
）
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
及
び
同
項
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又

る
職
員
（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又

は
調
査
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び

は
調
査
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び

次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究

次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究

職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第

職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と

い
う
。
）
若
し
く
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂

い
う
。
）
又
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
を



行
を
支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究

支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究
職
員

職
員
の
う
ち
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る

の
う
ち
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員

職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務

又
は
任
期
付
研
究
員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務
の
相

の
相
当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂
行
す
る
職
員
に

当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂
行
す
る
職
員
に
限

限
る
。
）
又
は
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員

次
に
掲

る
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準

げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す

と
。

る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時

間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

⑴

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

（
新
設
）

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五

分
と
す
る
こ
と
。

⑵

区
分
期
間
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て

（
新
設
）



各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
未
満

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
イ
⑵
に
定
め
る
あ

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
日
以

日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の

上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間

時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に

帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に

つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範
囲
内

つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内
で
各
省

で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら

各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め

か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又

定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務

に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を

時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と

割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ

す
る
こ
と
。

と
。



（
削
る
）

二

給
与
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報

の
分
析
を
主
と
し
て
行
う
職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の

長
が
人
事
院
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ

る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
（
各

省
各
庁
の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資

す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
二
時
間
以
上
）
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間

四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
公

務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合



は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち

一
日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

の
時
間
帯
）
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一

日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範

囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に

あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部

局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時

間
と
す
る
こ
と
。

二

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

三

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
同

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
こ

じ
。
）
の
長
で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
条
第
二
号
に
規

の
号
及
び
第
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長



定
す
る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の

で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

矯
正
医
官
で
あ
っ
て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機

る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第

関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
矯
正
医
官
で
あ
っ

調
査
研
究
若
し
く
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
又

て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の

は
矯
正
施
設
内
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究

場
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
若
し
く
は

に
従
事
す
る
も
の

次
に
掲
げ
る
基
準

情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
又
は
矯
正
施
設
内
に
お

け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
に
従
事
す
る
も
の

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
二

時
間
が
そ
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す

る
こ
と
。



イ

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

（
新
設
）

と
。

⑴

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五

分
と
す
る
こ
と
。

⑵

区
分
期
間
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
未
満

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
イ
⑵
に
定
め
る
あ

（
新
設
）

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休

憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め



定
め
る
連
続
す
る
二
時
間
が
、
勤
務
時
間
の
一
部

と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十

五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日

五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日

に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
前

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除

項
各
号
（
い
ず
れ
も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に

く
。
）
及
び
第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割

係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ

り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い



て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第

て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第

二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
定

二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は
第

め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
（
い
ず
れ

（
新
設
）

も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
、
公
務
の

能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場

合
に
は
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
当
該
基
準
に
つ
い
て

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
院
が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
人
事
院
と
の
協



議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

（
新
設
）

時
間
の
割
振
り
の
手
続
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
（
次
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条

定
に
よ
る
申
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申

に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応

告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を

る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
申
告
以
外
の
申
告

当
該
申
告
を

一

前
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該

考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
こ

申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤

の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が



と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め

ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告
及
び
特

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該

定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
の
申
告
（
始
業
及
び
終
業
の

申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

時
刻
に
つ
い
て
当
該
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
の
申

る
。
た
だ
し
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割

告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務

振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認

の
能
率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
の
勤
務
時

め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

間
の
割
振
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

こ
れ
ら
の

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ



ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤

振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
か
ら
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時

（
新
設
）

間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

休
憩
時
間
を
置
く
た
め
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変

更
す
る
と
き
。

三

（
略
）

二

（
略
）



４

（
略
）

４

（
略
）

（
単
位
期
間
）

（
新
設
）

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

則
で
定
め
る
期
間
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
単
位
期

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正

間
」
と
い
う
。
）
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週

と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院

間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合

週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一

及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
一
週
間
、
二
週

週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の

間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週

間
と
す
る
。

休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
に
つ
い
て
は
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週



間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
）

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
区
分
期
間
ご
と
に

日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
単
位
期
間
を
そ
の

つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位

期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期

間
。
次
号
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い
う
。
）
ご

と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

二

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

二

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
と
す
る



と
。

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四

十
五
分
と
す
る
も
の
と
し
、
区
分
期
間
（
前
号
の
規

定
に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご

と
に
つ
き
一
日
（
次
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
未
満
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲

（
新
設
）

内
で
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間

以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て

は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

区
分
期
間
（
前
号
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
含

（
新
設
）

む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限

度
と
し
て
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
（
次



号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
に
定
め
る
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
を

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除

除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範

き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下

囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ

の
範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と

ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又

に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部

は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時

局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤

間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る

務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と

こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
指
定
し
た
職
員
の

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
定
め
た
職
員

当
該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

の
当
該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な



こ
と
。

い
こ
と
。

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

第
三
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

２

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四

「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」

項
」
と
、
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
前
項
各

と
、
「
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び

号
（
い
ず
れ
も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る

第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務

部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一

時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部

条
の
三
第
一
項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時

分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中

間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条

「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」

第
四
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条



と
、
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く

第
四
項
」
と
、
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号

は
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第

ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は
第
三
号
（
た
だ
し
書
を
除

三
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第
三

（
い
ず
れ
も
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

（
新
設
）

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
手
続
）

第
四
条
の
四

（
略
）

第
四
条
の
四

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
第

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
以

四
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ

「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認

い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を
し

と
き
は
、
当
該
申
告
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書



た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す

れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
か
ら
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時

（
新
設
）

間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

休
憩
時
間
を
置
く
た
め
に
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の



割
振
り
を
変
更
す
る
と
き
。

三

（
略
）

二

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
）

（
新
設
）

第
四
条
の
五

（
略
）

第
四
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
四
条
の
五
の
二

（
略
）

第
四
条
の
五
の
二

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
に
該
当
し

（
新
設
）

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

第
四
条
の
六

（
略
）

第
四
条
の
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
に
該
当
し

（
新
設
）

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
）



第
四
条
の
七

（
略
）

第
四
条
の
七

（
略
）

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
か

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、

場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
と
能
率
を
阻
害
す
る
と
認

び
福
祉
を
考
慮
し
て
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
正
規

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と

の
勤
務
時
間
が
六
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

が
で
き
る
。

前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、

連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。



（
削
る
）

二

前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
連
続
す
る

正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

（
削
る
）

３

前
項
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二

号
中
「
前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
」
と
あ

る
の
は
、
「
午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
時
間
帯

に
お
い
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
職
員

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
と
能
率

の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
前

を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に

二
項
の
規
定
に
よ
る
と
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
す
る
場

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る

合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時

と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を



間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又

（
新
設
）

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合

に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
始

ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
前
三
項
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
申
告
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
当
該

申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
が
第
一
項
又
は
前
項
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
申
告

ど
お
り
に
休
憩
時
間
を
置
く
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が

生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る



と
こ
ろ
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
申
告
は
、
休
憩
時

（
新
設
）

間
申
告
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
休
憩
時
間
申
告
簿

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

６

（
略
）

５

（
略
）

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

の
定
め
）

の
定
め
）

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

よ
り
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
条
の

よ
り
、
第
三
条
、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
、
第
六
条
、

三
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二

第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、

項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三



の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の

項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
能
率

規
定
に
よ
る
と
、
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職

を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
若
し
く
は
安

員
の
健
康
若
し
く
は
安
全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場

全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承

合
に
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時

認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日

間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息

の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息
時
間
、
宿
日
直
勤
務
、

時
間
、
宿
日
直
勤
務
、
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代

超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て

休
日
の
指
定
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）



第
二
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
又
は
第
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
の
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
の

基
準
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
一
定
の
期
間
を
限
っ
て
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
第
五
項
又
は
前
条
の
協
議
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
（
第
三
条
関
係
）



一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

八

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

基
準
日

保
存
期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
一
五

第
三
条
第

協
議
に
係

三
年

規
則
一
五

第
三
条
第

協
議
に
係

三
年

―

一

四

二
項
又
は

る
定
め
に

―

一

四

二
項
第
二

る
職
員
の

（
職
員
の

第

五

項

よ
ら
な
く

（
職
員
の

号
の
協
議

定
め
に
よ

勤

務

時

（
第
四
条

な
っ
た
日

勤

務

時

に
関
す
る

ら

な

く

間
、
休
日

の
三
第
二

間
、
休
日

文
書
等

な
っ
た
日

及

び

休

項
に
お
い

及

び

休

第
四
条
第

作
成
の
日

三
年

暇
）

て
準
用
す

暇
）

三
項
又
は

る
場
合
を

第
四
条
の



含
む
。
）

四
第
四
項

の
協
議
に

の
変
更
の

関
す
る
文

文
書
等

書
等

第
九
条
第

第
四
条
第

作
成
の
日

三
年

一
項
の
明

三
項
又
は

示
の
文
書

第
四
条
の

等

四
第
四
項

第
二
十
七

の
変
更
の

条
第
一
項

文
書
等

の
休
暇
簿

第
七
条
第

第
四
条
の

取
得
の
日

三
年

四
項
の
休

四
第
二
項

憩
時
間
申

（
第
四
条



告
簿

の
六
第
三

第
九
条
第

項
に
お
い

一
項
の
明

て
準
用
す

示
の
文
書

る
場
合
を

等

含
む
。
）

第
二
十
七

の
証
明
書

条
第
一
項

類

の
休
暇
簿

第
四
条
の

第
四
条
の

取
得
の
日

三
年

六
第
一
項

四
第
二
項

の
状
況
変

（
第
四
条

更
届

の
六
第
三

第
十
六
条

項
に
お
い

の
三
第
五



て
準
用
す

項
又
は
第

る
場
合
を

十
七
条
第

含
む
。
）

二
項
の
申

の
証
明
書

出
の
文
書

類

等

第
四
条
の

第
二
十
七

六
第
一
項

条
第
三
項

の
状
況
変

の
届
出
の

更
届

文
書
等

第
十
六
条

第
二
十
九

の
三
第
五

条
第
二
項

項
又
は
第

の
証
明
書

十
七
条
第

類



二
項
の
申

第
三
十
三

出
の
文
書

条
の
報
告

等

の
文
書
等

第
二
十
七

第
三
十
三

条
第
三
項

条
の
要
求

の
届
出
の

の
文
書
等

文
書
等

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

第
二
十
九

条
第
一
項

法
第
二
十

条
第
二
項

の
介
護
休

条
第
一
項

の
証
明
書

暇
の
休
暇

に
規
定
す

類

簿

る
一
の
継

第
三
十
三

続
す
る
状

条
の
報
告

態
ご
と
の



の
文
書
等

指
定
期
間

第
三
十
三

（
当
該
状

条
の
要
求

態
ご
と
に

の
文
書
等

そ
の
指
定

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

が
三
回
に

条
第
一
項

法
第
二
十

達
し
、
又

の
介
護
休

条
第
一
項

は
そ
の
期

暇
の
休
暇

に
規
定
す

間
が
通
算

簿

る
一
の
継

し
て
六
月

続
す
る
状

に
達
し
た

態
ご
と
の

も
の
に
限

指
定
期
間

る
。
）
の

（
当
該
状

末
日
（
同



態
ご
と
に

日
が
到
来

そ
の
指
定

す
る
前
に

が
三
回
に

当
該
介
護

達
し
、
又

休
暇
に
係

は
そ
の
期

る
要
件
に

間
が
通
算

該
当
し
な

し
て
六
月

い
こ
と
と

に
達
し
た

な
っ
た
場

も
の
に
限

合
に
あ
っ

る
。
）
の

て
は
、
そ

末
日
（
同

の
該
当
し

日
が
到
来

な
く
な
っ

す
る
前
に

た
日
）
の



当
該
介
護

翌
日

休
暇
に
係

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

る
要
件
に

条
第
一
項

法
第
二
十

該
当
し
な

の
介
護
時

条
の
二
第

い
こ
と
と

間
の
休
暇

一
項
に
規

な
っ
た
場

簿

定
す
る
一

合
に
あ
っ

の
継
続
す

て
は
、
そ

る
状
態
に

の
該
当
し

つ
き
介
護

な
く
な
っ

時
間
を
取

た
日
）
の

得
し
た
日

翌
日

か
ら
連
続

第
二
十
八

勤
務
時
間

三
年

す
る
三
年



条
第
一
項

法
第
二
十

の
期
間
の

の
介
護
時

条
の
二
第

末
日
（
同

間
の
休
暇

一
項
に
規

日
が
到
来

簿

定
す
る
一

す
る
前
に

の
継
続
す

当
該
介
護

る
状
態
に

時
間
に
係

つ
き
介
護

る
要
件
に

時
間
を
取

該
当
し
な

得
し
た
日

い
こ
と
と

か
ら
連
続

な
っ
た
場

す
る
三
年

合
に
あ
っ

の
期
間
の

て
は
、
そ

末
日
（
同

の
該
当
し



日
が
到
来

な
く
な
っ

す
る
前
に

た
日
）
の

当
該
介
護

翌
日

時
間
に
係

第
二
十
九

通
知
し
た

三
年

る
要
件
に

条
第
一
項

日

該
当
し
な

の
通
知
の

い
こ
と
と

文
書
等
の

な
っ
た
場

写
し

合
に
あ
っ

第
三
十
二

承
認
に
係

三
年

て
は
、
そ

条
の
承
認

る
定
め
に

の
該
当
し

に
関
す
る

よ
ら
な
く

な
く
な
っ

文
書
等

な
っ
た
日

た
日
）
の

第
九
条
第

通
知
し
た

一
年



翌
日

二
項
の
通

日

第
二
十
九

通
知
し
た

三
年

知
の
文
書

条
第
一
項

日

等
の
写
し

の
通
知
の

文
書
等
の

写
し

第
三
十
二

承
認
に
係

三
年

条
の
承
認

る
定
め
に

に
関
す
る

よ
ら
な
く

文
書
等

な
っ
た
日

第
九
条
第

通
知
し
た

一
年

二
項
の
通

日

知
の
文
書



等
の
写
し

規
則
一
五

附
則
第
二

協
議
に
係

三
年

―
一
四
―

条
の
協
議

る
勤
務
時

四
〇
（
人

に
関
す
る

間
の
割
振

事
院
規
則

文
書
等

り
の
基
準

一
五
―
一

に
よ
ら
な

四
（
職
員

く
な
っ
た

の
勤
務
時

日

間
、
休
日

及

び

休

暇
）
の
一

部
を
改
正

す
る
人
事



院
規
則
）

九
～
二
十

（
略
）

九
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）



人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
九
―

〇
（
職
員
の
育
児
休
業
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
九
―
〇
―
一
六

人
事
院
規
則
一
九
―
〇
（
職
員
の
育
児
休
業
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
九
―
〇
（
職
員
の
育
児
休
業
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
院
規

（
育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
）

則
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
）

第
十
九
条

育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人

第
十
九
条

育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人



事
院
規
則
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲

事
院
規
則
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務

の
形
態
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤

の
形
態
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤

務
の
形
態
を
除
く
。
）
と
す
る
。

務
の
形
態
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条

け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
又
は
日
曜
日
及
び
土
曜

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
又
は
日
曜
日
及
び
土
曜

日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う

日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う

ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間

ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て

を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、



当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一

週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た

週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た

各
期
間
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と

各
期
間
）
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十

い
う
。
）
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十

九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三

九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三

時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ

時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ

う
に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十

う
に
、
か
つ
、
週
休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
一
日
に

時
ま
で
の
間
に
お
い
て
二
時
間
以
上
勤
務
す
る
こ

つ
き
午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
に
お
い
て

と
。

二
時
間
以
上
（
単
位
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間

ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
）
ご
と
に
つ
き

一
日
を
限
度
と
し
て
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る

日
に
あ
っ
て
は
、
二
時
間
未
満
）
勤
務
す
る
こ
と
。



二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
で

あ
っ
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
九
―
〇
第
十
九
条
第
一
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態
に
よ
っ
て
い
た
も
の
の
勤

務
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



職 職 ― １ ０

令和５年１月２０日

人 事 院 事 務 総 長

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正につ

いて（通知）

「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月２７日職職―

３２８）」の一部を下記のとおり改正したので、令和５年４月１日以降は、これ

によってください。

なお、人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務時

間、休日及び休暇）の一部を改正する人事院規則）附則第３条の規定により行う

同規則による改正後の人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）

第３条第５項の人事院との協議については、改正後の第３の第７項及び第８項の

規定によってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないも



のは、これを削り、改正前欄に掲げる標記部分に傍線を付した別紙で改正後欄に

これに対応する別紙を掲げていないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

第３ 勤務時間法第６条第３項の規 第３ 勤務時間法第６条第３項の規

定に基づく勤務時間の割振り並び 定に基づく勤務時間の割振り並び

に同条第４項の規定に基づく週休 に同条第４項の規定に基づく週休

日及び勤務時間の割振り関係 日及び勤務時間の割振りの基準等

関係

１ 規則第３条第１項第１号イの １ 規則第３条第１項第１号の

「人事院の定める日」は、次の 「人事院の定める日」は、次の

とおりとする。 とおりとする。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

２ 規則第３条第２項の規定によ （新設）

る人事院との協議は、次の事項

を記載した文書により、事前に

相当の期間をおいて行うものと

する。

⑴ 協議の対象となる職員が占

める官職及びその職務内容

⑵ 規則第３条第２項又は第４

条第２項第２号の規定を適用

しようとする理由

⑶ その他必要な事項

３・４ （略） ２・３ （略）

（削る） ４ 規則第３条第２項第２号の規

定による人事院との協議は、次



の事項を記載した文書により、

事前に相当の期間をおいて行う

ものとする。

⑴ 協議の対象となる職員が占

める官職及びその職務内容

⑵ 規則第３条第２項の規定を

適用しようとする理由

⑶ その他必要な事項

５ 規則第３条第３項（規則第４ ５ 規則第３条第３項（規則第４

条の３第２項において準用する 条の３第２項において準用する

場合を含む。）の規定により当 場合を含む。）の規定により当

該規定に規定する基準によらな 該規定に規定する基準によらな

いことができるのは、当該定年 いことができるのは、当該定年

前再任用短時間勤務職員等（規 前再任用短時間勤務職員等（規

則第３条第１項第１号イに規定 則第３条第１項第１号に規定す

する定年前再任用短時間勤務職 る定年前再任用短時間勤務職員

員等をいう。以下同じ。）の業 等をいう。以下同じ。）の業務

務内容、勤務する部局又は機関 内容、勤務する部局又は機関の

の他の職員の勤務時間帯等を考 他の職員の勤務時間帯等を考慮

慮して公務の運営に必要と認め して公務の運営に必要と認めら

られる範囲内に限る。 れる範囲内に限る。

６ 規則第３条第４項（規則第４ ６ 規則第３条第４項（規則第４

条の３第２項において準用する 条の３第２項において準用する

場合を含む。以下この項におい 場合を含む。以下この項におい

て同じ。）の「人事院の定める て同じ。）の「人事院の定める

場合」は、次に掲げる場合と 場合」は、次に掲げる場合と



し、規則第３条第４項の規定に し、規則第３条第４項の規定に

よる勤務時間の割振りは、必要 より同項に規定する基準によら

と認められる範囲内で、同条第 ないことができるのは、当該場

１項第２号又は第２項第１号ロ 合の区分に応じ、それぞれ、⑴

若しくは第２号ロに定める基準 の規定により始業若しくは終業

によらないことができるものと の時刻を設定し、⑵の規定によ

する。 り休憩時間を延長し、又は⑶の

規定により休憩時間を置き、若

しくは延長するために必要と認

められる範囲内に限る。この場

合において、各省各庁の長は、

⑶の申出について確認する必要

があると認めるときは、当該申

出をした職員に照会するなどそ

の内容について確認するものと

する。

⑴ 超過勤務（規則第１６条に ⑴ 超過勤務（規則第１６条に

規定する超過勤務をいう。以 規定する超過勤務をいう。以

下同じ。）による職員の疲労 下同じ。）による職員の疲労

の蓄積を防ぐため、始業の時 の蓄積を防ぐため、始業の時

刻を規則第３条第１項第２号 刻を規則第３条第１項第２号

又は第２項第１号ロ若しくは 又は第２項第１号ロ、第２号

第２号ロに規定する各省各庁 ロ若しくは第３号（規則第４

の長があらかじめ定める連続 条の３第２項において準用す

する時間（以下「コアタイム る場合にあっては、同条第１

等」という。）の始まる時刻 項第３号）に規定する各省各



より後に設定し、又は終業の 庁の長があらかじめ定める連

時刻をコアタイム等の終わる 続する時間（以下「コアタイ

時刻より前に設定する必要が ム等」という。）の始まる時

ある場合 刻より後に設定し、又は終業

の時刻をコアタイム等の終わ

る時刻より前に設定する必要

がある場合

⑵ 職員が勤務時間の一部の時 ⑵ 職員が規則第４条第２項

間帯において在宅勤務（職員 （規則第４条の３第２項にお

の住居における勤務をいう。 いて準用する場合にあって

第６の第４項において同 は、規則第４条の４第３項）

じ。）を行う場合において、 の規定により割り振られる勤

当該職員の住居と通常の勤務 務時間の一部の時間帯におい

場所との間の移動のため、コ て在宅勤務（職員の住居にお

アタイム等の時間帯に休憩時 ける勤務をいう。第６の第４

間（標準休憩時間（規則第３ 項において同じ。）を行う場

条第１項第２号に規定する標 合（当該時間帯の直前又は直

準休憩時間をいう。以下同 後に置く第２２項の規定によ

じ。）の時間に当該移動に要 りあらかじめ周知した休憩時

する時間を加えた時間を超え 間に職員の住居と通常の勤務

ない範囲内のものであって、 場所との間の移動が必要とな

当該在宅勤務を行う時間帯の る場合に限る。）において、

直前又は直後に置かれるもの 当該休憩時間を当該移動に要

に限る。）を置く必要がある する時間を超えない範囲内に

とき。 おいて延長する必要があると

き。



⑶ 規則第４条の５の２に規定 ⑶ 規則第４条の５の２に規定

する職員の休憩に必要と認め する職員が、第６の第３項若

られる時間を確保するため、 しくは第６項の規定によりコ

コアタイム等の時間帯に休憩 アタイム等の始まる時刻から

時間を置く必要がある場合 終わる時刻までの間に休憩時

間を置く必要がある場合又は

休憩に必要な時間を確保する

ために規則第７条第１項若し

くは第２項（同条第３項にお

いて準用する場合を含む。第

６の第３項及び第６項におい

て同じ。）の規定による休憩

時間を延長する必要がある場

合（当該休憩時間の延長につ

いて当該職員から申出があ

り、かつ、公務の運営に支障

がないと認められる場合に限

る。）

７ 規則第３条第５項（規則第４ （新設）

条の３第２項において準用する

場合を含む。次項及び第９項に

おいて同じ。）の規定による人

事院との協議は、次の事項を記

載した文書により、事前に相当

の期間をおいて行うものとす

る。当該人事院との協議をして



定めた別段の定めを変更する場

合においても、同様とする。

⑴ 別段の定めの内容

⑵ 別段の定めによることとす

る職員の範囲

⑶ 別段の定めによることが公

務の能率の向上に資すると認

める理由

⑷ 別段の定めによることが職

員の健康及び福祉に重大な影

響を及ぼすおそれがないと認

める理由

⑸ その他必要な事項

８ 各省各庁の長は、規則第３条 （新設）

第５項の規定により人事院との

協議をして定めた別段の定めに

よる必要がなくなった場合に

は、速やかにその旨を人事院に

報告するものとする。

９ 規則第３条第５項の「人事院 （新設）

が定める基準」は、別段の定め

が、深夜（午後１０時から翌日

の午前５時までの間をいう。以

下この項において同じ。）に係

る勤務についてのものとして、

規則第３条第５項に定める場合



に該当するものであって、か

つ、次のいずれにも適合するよ

うに勤務時間を割り振るもので

あることとする。

⑴ 当該深夜における勤務時間

を、業務上必要最小限のもの

となるように割り振ること。

⑵ 当該深夜の属する両日の勤

務時間が、次のいずれかに適

合すること。

ア 午前５時から標準休憩時

間の終わる時刻までの時間

帯を含まないこと。

イ 標準勤務時間（各省各庁

の長が、職員が勤務する部

局又は機関の職員の勤務時

間帯等を考慮して、７時間

４５分となるように定める

標準的な１日の勤務時間を

いう。以下同じ。）の始ま

る時刻から終わる時刻まで

の時間帯を含まないこと。

ウ 標準休憩時間の始まる時

刻から午後１０時までの時

間帯を含まないこと。

１０ （略） ７ （略）



１１ 定年前再任用短時間勤務職 ８ 定年前再任用短時間勤務職員

員等については、単位期間（勤 等については、単位期間（規則

務時間法第６条第３項に規定す 第４条の２に規定する単位期間

る単位期間をいう。以下同 をいう。第４の第１項を除き、

じ。）に休日があることその他 以下同じ。）に休日があること

の事情によりやむを得ない場合 その他の事情によりやむを得な

には、必要と認められる範囲内 い場合には、必要と認められる

において、前項の規定によらな 範囲内において、前項の規定に

いことができる。 よらないことができる。

１２ 規則第４条第２項の規定に ９ 規則第４条第２項の規定によ

よる勤務時間の割振り並びに規 る勤務時間の割振り並びに規則

則第４条の４第３項の規定によ 第４条の４第３項の規定による

る週休日の設定及び勤務時間の 週休日の設定及び勤務時間の割

割振りは、単位期間の開始以前 振りは、単位期間の開始以前に

に行うものとする。 行うものとし、規則第４条第２

項の規定による勤務時間の割振

りは、できる限り、単位期間が

始まる日の前日から起算して１

週間前の日までに行うものとす

る。

１３ 規則第４条第２項第１号後 １０ 規則第４条第２項第１号後

段の規定による勤務時間の割振 段の規定による勤務時間の割振

りは、次に定める基準に適合す りは、次に定める基準に適合す

るように行うものとする。この るように行うものとする。この

場合において、申告どおりに勤 場合において、申告どおりに勤

務時間を割り振ると公務の運営 務時間を割り振ると公務の運営



に支障が生ずる日について勤務 に支障が生ずる日について勤務

時間数を変更して勤務時間を割 時間数を変更して勤務時間を割

り振るときは、必要な限度にお り振るときは、必要な限度にお

いて、当該支障が生ずる日以外 いて、当該支障が生ずる日以外

の日について勤務時間数を変更 の日について勤務時間数を変更

して勤務時間を割り振るものと して勤務時間を割り振るものと

する。 する。

⑴ 申告された勤務時間を延長 ⑴ 申告された勤務時間を延長

して勤務時間を割り振る日に して勤務時間を割り振る日に

ついては、延長後の勤務時間 ついては、延長後の勤務時間

が７時間４５分（定年前再任 が７時間４５分（定年前再任

用短時間勤務職員等にあって 用短時間勤務職員等にあって

は、その者の単位期間ごとの は、その者の単位期間ごとの

期間における勤務時間を当該 期間における勤務時間を当該

期間における勤務時間法第６ 期間における勤務時間法第６

条第１項の規定による週休日 条第１項の規定による週休日

以外の日の日数で除して得た 以外の日の日数で除して得た

時間。以下この⑴、第１６項 時間。以下この⑴、第１３項

⑴ア及び第２０項⑴において ⑴ア及び第１７項⑴において

同じ。）を超えないように 同じ。）を超えないように

し、申告された勤務時間を短 し、申告された勤務時間を短

縮して勤務時間を割り振る日 縮して勤務時間を割り振る日

については、短縮後の勤務時 については、短縮後の勤務時

間が７時間４５分を下回らな 間が７時間４５分を下回らな

いようにすること。 いようにすること。

⑵ 始業の時刻は、申告された ⑵ 始業の時刻は、申告された



始業の時刻、標準勤務時間の 始業の時刻、標準勤務時間

始まる時刻又は官庁執務時間 （各省各庁の長が、職員が勤

（大正１１年閣令第６号（官 務する部局又は機関の職員の

庁執務時間並休暇に関する 勤務時間帯等を考慮して、７

件）第１項に定める官庁の執 時間４５分となるように定め

務時間をいう。以下同じ。） る標準的な１日の勤務時間を

の始まる時刻のうち最も早い いう。以下同じ。）の始まる

時刻以後に設定し、かつ、終 時刻又は官庁執務時間（大正

業の時刻は、申告された終業 １１年閣令第６号（官庁執務

の時刻、標準勤務時間の終わ 時間並休暇に関する件）第１

る時刻又は官庁執務時間の終 項に定める官庁の執務時間を

わる時刻のうち最も遅い時刻 いう。以下同じ。）の始まる

以前に設定すること。 時刻のうち最も早い時刻以後

に設定し、かつ、終業の時刻

は、申告された終業の時刻、

標準勤務時間の終わる時刻又

は官庁執務時間の終わる時刻

のうち最も遅い時刻以前に設

定すること。

１４ （略） １１ （略）

１５ 規則第４条第２項第１号の １２ 規則第４条第２項第１号の

規定により割り振られた勤務時 規定により割り振られた勤務時

間に係る同条第３項第３号の場 間に係る同条第３項第２号の場

合における変更は、各省各庁の 合における変更は、各省各庁の

長が当該勤務時間を変更しなけ 長が当該勤務時間を変更しなけ

れば公務の運営に著しい支障が れば公務の運営に著しい支障が



生ずると認める場合に限るもの 生ずると認める場合に限るもの

とし、かつ、第１３項⑴及び⑵ とし、かつ、第１０項⑴及び⑵

に定める基準に適合するように に定める基準に適合するように

行うものとする。この場合にお 行うものとする。この場合にお

いて、勤務時間の割振りを変更 いて、勤務時間の割振りを変更

しようとする日（以下「変更 しようとする日（以下「変更

日」という。）について既に割 日」という。）について既に割

り振られている勤務時間数を変 り振られている勤務時間数を変

更して勤務時間を割り振るとき 更して勤務時間を割り振るとき

は、必要な限度において、当該 は、必要な限度において、当該

変更日以外の日について既に割 変更日以外の日について既に割

り振られている勤務時間数を変 り振られている勤務時間数を変

更して勤務時間を割り振ること 更して勤務時間を割り振ること

ができるものとし、その日の選 ができるものとし、その日の選

択及び勤務時間の割振りの変更 択及び勤務時間の割振りの変更

に当たっては、できる限り、職 に当たっては、できる限り、職

員の希望を考慮するものとす 員の希望を考慮するものとす

る。 る。

１６ 規則第４条第２項第２号の １３ 規則第４条第２項第２号の

規定により割り振られた勤務時 規定により割り振られた勤務時

間に係る同条第３項第３号の場 間に係る同条第３項第２号の場

合における変更は、次に定める 合における変更は、次に定める

ところによる。 ところによる。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

１７ 規則第４条第４項（規則第 １４ 規則第４条第４項（規則第

４条の４第５項において準用す ４条の４第５項において準用す



る場合を含む。）の申告簿及び る場合を含む。）の申告簿及び

割振り簿については、次に定め 割振り簿については、次に定め

るところによる。 るところによる。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

（削る） ⑶ 申告簿及び割振り簿を作成

する際の参考例を示せば、別

紙第１のとおりである。

１８ （略） １５ （略）

１９ 職員は、規則第４条の４第 １６ 職員は、規則第４条の４第

１項の規定による申告に当たっ １項の規定による申告に当たっ

ては、次に定めるところによ ては、次に定めるところによ

り、状況届を提出するものとす り、状況届を提出するものとす

る。 る。

⑴ 状況届は、各省各庁の長が ⑴ 状況届は、各省各庁の長が

作成し、次に掲げる記載事項 作成し、次に掲げる記載事項

の欄を設けるものとする。 の欄を設けるものとする。

ア （略） ア （略）

イ 当該申告に係る子（勤務 イ 当該申告に係る子（勤務

時間法第６条第４項第１号 時間法第６条第４項第１号

において子に含まれるもの において子に含まれるもの

とされる者を含む。第２３ とされる者を含む。第２０

項⑶及び⑷を除き、以下同 項⑶及び⑷を除き、以下同

じ。）の氏名、職員との同 じ。）の氏名、職員との同

居又は別居の別、職員との 居又は別居の別、職員との

続柄等（当該子が勤務時間 続柄等（当該子が勤務時間

法第６条第４項第１号にお 法第６条第４項第１号にお



いて子に含まれるものとさ いて子に含まれるものとさ

れる者である場合にあって れる者である場合にあって

は、その事実）、生年月日 は、その事実）、生年月日

及び養子縁組の効力が生じ 及び養子縁組の効力が生じ

た日 た日

ウ 当該申告に係る要介護者 ウ 当該申告に係る要介護者

（規則第４条の５第３項第 （規則第４条の５第３項第

２号に規定する日常生活を ２号に規定する日常生活を

営むのに支障がある者をい 営むのに支障がある者をい

う。第２２項、別紙第１及 う。第１９項、別紙第１の

び別紙第１の２において同 ２及び別紙第１の３におい

じ。）の氏名、職員との同 て同じ。）の氏名、職員と

居又は別居の別及び職員と の同居又は別居の別及び職

の続柄並びに当該要介護者 員との続柄並びに当該要介

の状態及び具体的な介護の 護者の状態及び具体的な介

内容 護の内容

エ （略） エ （略）

⑵ 状況届を作成する際の参考 ⑵ 状況届を作成する際の参考

例を示せば、別紙第１のとお 例を示せば、別紙第１の２の

りである。 とおりである。

２０ （略） １７ （略）

２１ 規則第４条の４第４項第３ １８ 規則第４条の４第４項第２

号の場合における週休日及び勤 号の場合における週休日及び勤

務時間の割振りの変更は、各省 務時間の割振りの変更は、各省

各庁の長が当該週休日又は当該 各庁の長が当該週休日又は当該

勤務時間を変更しなければ公務 勤務時間を変更しなければ公務



の運営に著しい支障が生ずると の運営に著しい支障が生ずると

認める場合に限るものとし、か 認める場合に限るものとし、か

つ、前項⑴及び⑵に定める基準 つ、前項⑴及び⑵に定める基準

に適合するように行うものとす に適合するように行うものとす

る。この場合において、当該週 る。この場合において、当該週

休日を勤務日とするときは、必 休日を勤務日とするときは、必

要な限度において、その勤務日 要な限度において、その勤務日

とする日以外の日を週休日と とする日以外の日を週休日と

し、又は当該勤務日とする日以 し、又は当該勤務日とする日以

外の日について既に割り振られ 外の日について既に割り振られ

ている勤務時間数を変更するこ ている勤務時間数を変更するこ

とができ、変更日について既に とができ、変更日について既に

割り振られている勤務時間数を 割り振られている勤務時間数を

変更して勤務時間を割り振ると 変更して勤務時間を割り振ると

きは、必要な限度において、当 きは、必要な限度において、当

該変更日以外の日について既に 該変更日以外の日について既に

割り振られている勤務時間数を 割り振られている勤務時間数を

変更して勤務時間を割り振るこ 変更して勤務時間を割り振るこ

とができるものとし、その週休 とができるものとし、その週休

日とする日又は既に割り振られ 日とする日又は既に割り振られ

ている勤務時間数を変更する日 ている勤務時間数を変更する日

の選択及び勤務時間の割振りの の選択及び勤務時間の割振りの

変更に当たっては、できる限 変更に当たっては、できる限

り、職員の希望を考慮するもの り、職員の希望を考慮するもの

とする。 とする。

２２～２４ （略） １９～２１ （略）



２５ 規則第４条の６第２項の状 ２２ 規則第４条の６第２項の状

況変更届については、次に定め 況変更届については、次に定め

るところによる。 るところによる。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 状況変更届を作成する際の ⑵ 状況変更届を作成する際の

参考例を示せば、別紙第１の 参考例を示せば、別紙第１の

２のとおりである。 ３のとおりである。

２６ 各省各庁の長は、勤務時間 ２３ 各省各庁の長は、勤務時間

法第６条第３項の規定により勤 法第６条第３項の規定により勤

務時間を割り振り、又は同条第 務時間を割り振り、又は同条第

４項の規定により週休日を設 ４項の規定により週休日を設

け、及び勤務時間を割り振るこ け、及び勤務時間を割り振るこ

ととした場合には、あらかじめ ととした場合には、あらかじめ

次の事項について職員に周知す 次の事項について職員に周知す

るものとする。周知した事項を るものとする。周知した事項を

変更する場合においても、同様 変更する場合においても、同様

とする。 とする。

⑴ 規則第３条第１項第１号イ （新設）

又は第４条の３第１項第２号

イの規定により各省各庁の長

があらかじめ定める時間

⑵ 規則第３条第１項第１号ロ （新設）

又は第２項第１号イ⑵若しく

は第２号イ⑵の規定により各

省各庁の長があらかじめ定め

る日



⑶～⑸ （略） ⑴～⑶ （略）

⑹ 標準休憩時間 ⑷ 休憩時間

⑺ （略） ⑸ （略）

２７ （略） ２４ （略）

２８ 各省各庁の長は、第２６項 ２５ 各省各庁の長は、第２３項

⑷の時間帯の開始を午前８時よ ⑵の時間帯の開始を午前８時よ

り後に設定し、又は当該時間帯 り後に設定し、又は当該時間帯

の終了を午後８時より前に設定 の終了を午後８時より前に設定

する場合には、当該時間帯及び する場合には、当該時間帯及び

当該開始の時刻又は当該終了の 当該開始の時刻又は当該終了の

時刻とする理由について人事院 時刻とする理由について人事院

に報告するものとする。当該時 に報告するものとする。当該時

間帯によらないこととした場合 間帯によらないこととした場合

においても、同様とする。 においても、同様とする。

第６ 休憩時間関係 第６ 休憩時間関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 各省各庁の長は、規則第７条 ３ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、同条第 第４項の規定に基づき、同条第

１項若しくは第２項の規定によ １項若しくは第２項の規定によ

り休憩時間を正午から午後１時 り休憩時間を正午から午後１時

までの時間帯に置くことにより までの時間帯に置くことにより

当該時間帯における業務を処理 当該時間帯における業務を処理

するために必要な要員の確保が するために必要な要員の確保が

できない場合又は規則第４条の できない場合又は規則第４条の

５の２に規定する職員から、当 ５の２に規定する職員から、当

該時間帯以外の正規の勤務時間 該時間帯以外の正規の勤務時間



の始業の時刻から終業の時刻ま の始業の時刻から終業の時刻ま

での時間帯にも休憩時間を置く での時間帯にも休憩時間を置く

ことについて申出があり、か ことについて申出があり、か

つ、公務の運営に支障がないと つ、公務の運営に支障がないと

認められる場合には、規則第７ 認められる場合には、規則第７

条第１項又は第２項の規定によ 条第１項又は第２項の規定によ

る休憩時間を分割し、次の表の る休憩時間を分割し、次の表の

上欄に掲げるこれらの規定によ 上欄に掲げるこれらの規定によ

る休憩時間の区分に応じて、正 る休憩時間の区分に応じて、正

午から午後１時までの時間帯に 午から午後１時までの時間帯に

同表の中欄に掲げる休憩時間を 同表の中欄に掲げる休憩時間を

置き、かつ、当該時間帯以外の 置き、かつ、当該時間帯以外の

正規の勤務時間の始業の時刻か 正規の勤務時間の始業の時刻か

ら終業の時刻までの時間帯に同 ら終業の時刻までの時間帯に同

表の下欄に掲げる休憩時間を置 表の下欄に掲げる休憩時間を置

くことができる。この場合にお くことができる。この場合にお

いて、当該時間帯に、連続する いて、当該時間帯に、連続する

正規の勤務時間が４時間３０分 正規の勤務時間が４時間３０分

を超えないようにしなければな を超えないようにしなければな

らない。 らない。

（表略） （表略）

４ 各省各庁の長は、規則第７条 ４ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、勤務時 第４項の規定に基づき、勤務時

間法第６条第２項の規定により 間法第６条第２項の規定により

割り振られた勤務時間が７時間 割り振られた勤務時間が７時間

４５分である場合において、規 ４５分である場合において、規



則第７条第１項第２号の休憩時 則第７条第１項第２号の休憩時

間を置くだけでは次に掲げる場 間を置くだけでは次に掲げる場

合に該当することとなるとき 合に該当することとなるとき

は、それぞれ次に定める範囲内 は、それぞれ次に定める範囲内

において、当該休憩時間を延長 において、当該休憩時間を延長

することができる。この場合に することができる。この場合に

おいては、始業の時刻は午前５ おいては、始業の時刻は午前７

時以後に、終業の時刻は午後１ 時以後に、終業の時刻は午後１

０時以前に設定するものとす ０時以前に設定するものとす

る。 る。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 小学校就学の始期に達する ⑵ 小学校就学の始期に達する

までの子若しくは小学校、義 までの子若しくは小学校、義

務教育学校の前期課程若しく 務教育学校の前期課程若しく

は特別支援学校の小学部に就 は特別支援学校の小学部に就

学している子を養育する職員 学している子を養育する職員

又は勤務時間法第２０条第１ 又は勤務時間法第２０条第１

項に規定する要介護者（別紙 項に規定する要介護者（別紙

第１及び別紙第１の２を除 第１の２及び別紙第１の３を

き、以下「要介護者」とい 除き、以下「要介護者」とい

う。）を介護する職員につい う。）を介護する職員につい

て、当該養育又は当該介護を て、当該養育又は当該介護を

行うために必要な時間を確保 行うために必要な時間を確保

できない場合（当該休憩時間 できない場合（当該休憩時間

の延長について当該職員から の延長について当該職員から

申出があり、かつ、公務の運 申出があり、かつ、公務の運



営に支障がないと認められる 営に支障がないと認められる

場合であって、当該休憩時間 場合であって、当該休憩時間

の直前又は直後に在宅勤務を の直前又は直後に在宅勤務を

行うときに限る。） 当該養 行うときに限る。） 当該養

育又は当該介護に要する時間 育又は当該介護に要する時間

を超えない範囲内 を超えない範囲内

⑶ （略） ⑶ （略）

５ 各省各庁の長は、規則第７条 ５ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、次に掲 第４項の規定に基づき、次に掲

げる場合に該当する職員から申 げる場合に該当する職員から申

出があり、かつ、公務の運営に 出があり、かつ、公務の運営に

支障がないと認められるとき 支障がないと認められるとき

は、同条第１項第２号の休憩時 は、同条第１項第２号の休憩時

間を、当該休憩時間が６０分と 間を、当該休憩時間が６０分と

されている場合にあっては４５ されている場合にあっては４５

分又は３０分、４５分とされて 分又は３０分、４５分とされて

いる場合にあっては３０分に短 いる場合にあっては３０分に短

縮することができる。 縮することができる。

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略）

６ 各省各庁の長は、規則第７条 ６ 各省各庁の長は、規則第７条

第３項の規定に基づき、規則第 第４項の規定に基づき、規則第

４条の５の２に規定する職員か ４条の５の２に規定する職員か

ら申出があり、かつ、公務の運 ら申出があり、かつ、公務の運

営に支障がないと認められる場 営に支障がないと認められる場

合には、第３項又は規則第７条 合には、第３項又は規則第７条

第１項若しくは第２項の規定に 第１項若しくは第２項の規定に



より正午から午後１時までの時 より正午から午後１時までの時

間帯に置く休憩時間に加え、当 間帯に置く休憩時間に加え、当

該時間帯以外の正規の勤務時間 該時間帯以外の正規の勤務時間

の始業の時刻から終業の時刻ま の始業の時刻から終業の時刻ま

での時間帯に３０分又は１５分 での時間帯に３０分又は１５分

の休憩時間を置くことができ の休憩時間を置くことができ

る。この場合において、勤務時 る。この場合において、勤務時

間法第６条第２項の規定により 間法第６条第２項の規定により

勤務時間を割り振られた職員の 勤務時間を割り振られた職員の

始業の時刻は午前５時以後に、 始業の時刻は午前７時以後に、

終業の時刻は午後１０時以前に 終業の時刻は午後１０時以前に

設定するものとする。 設定するものとする。

７ （略） ７ （略）

８ 規則第７条第４項後段の規定 （新設）

による休憩時間は、申告をした

職員の業務内容、勤務する部局

又は機関の他の職員の勤務時間

帯、標準休憩時間等を考慮して

公務の運営に必要と認められる

範囲内で、申告とは異なった始

まる時刻又は終わる時刻を設定

することにより置くものとし、

当該始まる時刻又は終わる時刻

の設定に当たっては、できる限

り、職員の希望を考慮するもの

とする。



９ 休憩時間申告簿は、各省各庁 （新設）

の長が作成し、次に掲げる記載

事項の欄を設けるものとする。

⑴ 職員の氏名

⑵ 申告の対象とする期間

⑶ 休憩時間の始まる時刻及び

終わる時刻又はこれに代わる

休憩時間の形態

⑷ 本人の確認

⑸ 申告年月日

第１０ 宿日直勤務及び超過勤務並 第１０ 宿日直勤務及び超過勤務並

びに超勤代休時間の指定関係 びに超勤代休時間の指定関係

１～２１ （略） １～２１ （略）

２２ 超勤代休時間指定簿の様式 ２２ 超勤代休時間指定簿の様式

は別紙第１の３のとおりとす は別紙第１の４のとおりとす

る。ただし、別紙第１の３の様 る。ただし、別紙第１の４の様

式に記載することとされている 式に記載することとされている

事項が全て含まれている場合に 事項がすべて含まれている場合

は、各省各庁の長は、別に様式 には、各省各庁の長は、別に様

を定めることができる。 式を定めることができる。

２３ （略） ２３ （略）



別紙第１（その１）（別紙を削る）



別
紙
第
１

（そ
の
２

）

（別
紙
を
削
る

）



別
紙
第
１

（そ
の
３

）

（別
紙
を
削
る

）



別紙第１ 別紙第１の２

（略） （略）

別紙第１の２ 別紙第１の３

（略） （略）

別紙第１の３ 別紙第１の４

（略） （略）

以 上



職 職 ― １ １

令和５年１月２０日

人 事 院 事 務 総 長

人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務

時間、休日及び休暇）の一部を改正する人事院規則）の運用につい

て（通知）

人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日

及び休暇）の一部を改正する人事院規則）（以下「改正規則」という。）附則第

２条及び第３条の規定の運用について下記のとおり定めたので、令和５年１月２

０日以降は、これによってください。

記

１ 改正規則附則第２条の規定による人事院との協議は、次の事項を記載した文

書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。

⑴ 改正規則附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる基準

（以下「旧基準」という。）によることとする職員の範囲

⑵ 改正規則による改正後の人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及

び休暇）第３条又は第４条の３に定める基準によることが困難である理由

⑶ 旧基準によることとする期間

⑷ その他必要な事項



２ 各省各庁の長は、前項⑶の期間の満了前に旧基準によらなくなった場合に

は、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。

以 上



職 職 ― １ ２

令和５年１月２０日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１０―１１（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

並びに深夜勤務及び超過勤務の制限）の運用について」の一部改正

について（通知）

「人事院規則１０―１１（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜

勤務及び超過勤務の制限）の運用について（平成１０年１１月１３日職福―４４

３）」の一部を下記のとおり改正したので、令和５年４月１日以降は、これに

よってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第３条関係 第３条関係

１～３ （略） １～３ （略）

４ 各省各庁の長は、育児又は介 ４ 各省各庁の長は、育児又は介

護を行う職員を早出遅出勤務と 護を行う職員を早出遅出勤務と

する措置の実施に当たっては、 する措置の実施に当たっては、



早出遅出勤務に係る始業及び終 早出遅出勤務に係る始業及び終

業の時刻、休憩時間並びに休息 業の時刻、休憩時間並びに休息

時間をあらかじめ定めて職員に 時間をあらかじめ定めて職員に

周知するものとする。この場合 周知するものとする。この場合

において、当該始業及び終業の において、当該始業及び終業の

時刻は、それぞれ午前５時以後 時刻は、それぞれ午前７時以後

及び午後１０時以前に設定する 及び午後１０時以前に設定する

ものとする。 ものとする。

５ （略） ５ （略）

以 上



職 職 ― １ ３

令和５年１月２０日

人 事 院 事 務 総 長

人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務

時間、休日及び休暇）の一部を改正する人事院規則）の施行に伴う

関係人事院事務総長通知の整備について（通知）

人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日

及び休暇）の一部を改正する人事院規則）の施行に伴い、関係人事院事務総長通

知を下記のとおり整備したので、令和５年４月１日以降は、これによってくださ

い。

記

１ 次に掲げる人事院事務総長通知は、廃止する。

⑴ 育児短時間勤務職員等の休憩時間及び休息時間の特例について（平成２１

年２月２７日職職―６６）

⑵ フレックスタイム制の適用について（平成２８年２月５日職職―３０）

⑶ 人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）第３２条の規定

に基づく別段の定めについて（平成２８年３月２５日職職―８５）

⑷ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３号。

以下「勤務時間法」という。）第６条第３項又は第４項の規定により勤務時



間を割り振る場合の休憩時間の特例について（平成２８年６月１６日職職―

１５６）

⑸ 早出遅出勤務に係る休憩時間の特例について（平成３０年１２月１３日職

職―２５９）

⑹ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第６条第２項の規定により

勤務時間を割り振る場合の休憩時間の特例について（令和２年２月２５日職

職―９６）

２ 「特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間の特

例について（平成３０年１２月１３日職職―２６０）」の一部を次のように改

正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部

分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるもの

は、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこ

れに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線

部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

１～４ （略） １～４ （略）

５ 第４項の規定の適用を受ける職 ５ 第４項の規定の適用を受ける職

員について、公務の運営並びに職 員について、次の⑴又は⑵のとお

員の健康及び福祉を考慮して支障 りとすること。

がないと認める場合において、連

続する正規の勤務時間が６時間３

０分を超えることとなる前に基本

休憩時間を置くこと。

（削る） ⑴ 次のア及びイを満たすように



基本休憩時間を置くこと。

ア 正午から午後１時までの時

間帯において、連続する正規

の勤務時間が５時間３０分を

超えることとなる前に置くこ

と。

イ アの基本休憩時間の終わる

時刻から連続する正規の勤務

時間が５時間３０分を超える

こととなる前に置くこと。

（削る） ⑵ １日の正規の勤務時間が７時

間４５分とされている職員に、

育児若しくは介護のため、超過

勤務による疲労蓄積の防止のた

め、修学等のため又は障害の特

性等に応じるため早出遅出勤務

をさせる場合において、始業の

時刻を午前７時以後とし、か

つ、終業の時刻を午後１０時以

前とするときに、次のア及びイ

を満たすように基本休憩時間を

置くこと。

ア 午前１１時３０分から午後

１時３０分まで又は午後５時

から午後７時までのいずれか

の時間帯に置くこと。



イ アの基本休憩時間の前後に

割り振られた正規の勤務時間

が連続６時間３０分を超えな

いこと。

６ 国家公務員の育児休業等に関す （新設）

る法律（平成３年法律第１０９

号）第１２条第１項の規定による

育児短時間勤務をしている職員及

び同法第２２条の規定による短時

間勤務をしている職員について、

１日につき５時間以内の勤務時間

を割り振る場合において、次の⑴

又は⑵のとおりとすること。

⑴ 基本休憩時間を置かないこ

と。

⑵ 基本休憩時間を置かず、か

つ、１５分の休憩時間又は休息

時間を１回置くこと。

以 上



職 職 ― １ ４

令和５年１月２０日

人事院事務総局職員福祉局長

人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務

時間、休日及び休暇）の一部を改正する人事院規則）の施行等に伴

う関係人事院事務総局職員福祉局長通知の整備について（通知）

人事院規則１５―１４―４０（人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日

及び休暇）の一部を改正する人事院規則）の施行等に伴い、関係人事院事務総局

職員福祉局長通知を下記のとおり整備したので、令和５年４月１日以降は、これ

によってください。

記

１ この通知において、「次の表により改正する」とは、第２項、第４項又は第

５項の表の改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後

欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めることをいう。

２ 「修学等のための早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について（平成１

８年４月２５日職職―１５７）」の一部を次の表により改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 修学等のための早出遅出勤務の １ 修学等のための早出遅出勤務の

適用に当たっての基本的考え方 適用に当たっての基本的考え方



(1) （略） (1) （略）

(2) １日の正規の勤務時間が７ (2) １日の正規の勤務時間が７

時間４５分とされている職員 時間４５分とされている職員

に、修学等のための早出遅出 に、修学等のための早出遅出

勤務をさせる場合には、公務 勤務をさせる場合には、公務

能率と職員の健康・福祉の観 能率と職員の健康・福祉の観

点から、始業の時刻を午前５ 点から、始業の時刻を午前７

時以後とし、かつ、終業の時 時以後とし、かつ、終業の時

刻を午後１０時以前とするこ 刻を午後１０時以前とするこ

と。この時間帯においては、 と。この時間帯においては、

各府省の職場の事情に応じて 各府省の職場の事情に応じて

勤務時間を割り振ることが可 勤務時間を割り振ることが可

能であること。 能であること。

(3) （略） (3) （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

（参考例） （略） （参考例） （略）

３ 「フレックスタイム制の運用の手引きについて（平成２８年２月５日職職―

３１）」は、廃止する。

４ 「休憩時間の運用について（平成３０年１２月７日職職―２４６）」の一部

を次の表により改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ （略） １・２ （略）

３ 各省各庁の長があらかじめ運用 ３ 各省各庁の長があらかじめ運用

通知第６の第３項から第６項まで 通知第３の第６項⑶及び第６の第

の申出に関する書類の様式を定め ３項から第６項までの申出に関す

る場合の参考例を示せば、別紙１ る書類の様式を定める場合の参考



及び別紙２のとおりであること。 例を示せば、別紙１及び別紙２の

とおりであること。

４ 規則第４条の５の２に規定する ４ 規則第４条の５の２に規定する

職員に係る運用通知第６の第３項 職員に係る運用通知第３の第６項

から第６項までの申出について ⑶及び第６の第３項から第６項ま

は、書面によらない方法で行うこ での申出については、書面によら

とも可能であり、その場合の方法 ない方法で行うことも可能であ

としては、当該書面に係る記載事 り、その場合の方法としては、当

項について、職員が電子メールを 該書面に係る記載事項について、

送信する方法や、各省各庁の長が 職員が電子メールを送信する方法

職員から聴取した内容を記録する や、各省各庁の長が職員から聴取

方法等が考えられること。 した内容を記録する方法等が考え

られること。

５～８ （略） ５～８ （略）

別紙１ （略） 別紙１ （略）





５ 「障害の特性等に応じた早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について（

平成３０年１２月７日職職―２４７）」の一部を次の表により改正する。

改 正 後 改 正 前

１・２ （略） １・２ （略）

３ １日の正規の勤務時間が７時間 ３ １日の正規の勤務時間が７時間

４５分とされている障害者である ４５分とされている障害者である

職員に早出遅出勤務をさせる場合 職員に早出遅出勤務をさせる場合

には、公務能率並びに職員の健康 には、公務能率並びに職員の健康

及び福祉の観点から、始業の時刻 及び福祉の観点から、始業の時刻

を午前５時以後とし、かつ、終業 を午前７時以後とし、かつ、終業

の時刻を午後１０時以前とするこ の時刻を午後１０時以前とするこ

と。 と。

４～８ （略） ４～８ （略）

（別紙１）～（別紙３） （略） （別紙１）～（別紙３） （略）

以 上



職 職 ― １ ５

令和５年１月２０日

人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長

「障害を有する職員に係る勤務時間の割振り等の手続について」

の一部改正について（通知）

「障害を有する職員に係る勤務時間の割振り等の手続について（平成３０年１

２月７日職職―２５０）」の一部を下記のとおり改正したので、令和５年４月１

日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

人事院規則１５―１４（職員の勤 規則１５―１４（職員の勤務時

務時間、休日及び休暇）第４条の５ 間、休日及び休暇）第４条の５の２

の２に規定する職員は、職員の勤務 に規定する職員は、「職員の勤務時

時間、休日及び休暇の運用について 間、休日及び休暇の運用について」

（平成６年７月２７日職職―３２ の一部改正について（平成３０年１

８）（以下「運用通知」という。） ２月７日職職―２４５）により一部

第３の第１９項の状況届及び第２５ 改正された職員の勤務時間、休日及



項の状況変更届の提出を書面によら び休暇の運用について（平成６年７

ない方法で行うこともできることと 月２７日職職―３２８）（以下「運

します。 用通知」という。）第３の第１６項

「書面によらない方法」として の状況届及び第２２項の状況変更届

は、運用通知第３の第１９項⑴又は の提出を書面によらない方法で行う

第２５項⑴に定める記載事項につい こともできることとします。

て、職員が電子メールで送信する方 「書面によらない方法」として

法や、各省各庁の長が職員から聴取 は、運用通知第３の第１６項⑴又は

した内容を記録する方法等が考えら 第２２項⑴に定める記載事項につい

れます。 て、職員が電子メールで送信する方

法や、各省各庁の長が職員から聴取

した内容を記録する方法等が考えら

れます。

以 上
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